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青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
八
十
三
号

青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
十
月
青
森
県
規
則
第
七
十
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

生
産
方
式
改
善
資
金
、
特
定
地
域
新
部
門
導
入
資
金
、
経
営
規
模
拡
大
資
金
、
農
家

生
活
改
善
資
金
及
び
青
年
農
業
者
等
育
成
確
保
資
金｣

を

｢

農
業
改
良
資
金｣

に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

貸
付
金
の
内
容
、
限
度
額
、
償
還
期
間
等)

第
二
条

県
の
貸
し
付
け
る
農
業
改
良
資
金

(

以
下

｢

貸
付
金｣

と
い
う
。)

は
、
法
第
二
条
に
規

定
す
る
農
業
改
良
措
置

(

以
下

｢

農
業
改
良
措
置｣

と
い
う
。)

を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
次
に

掲
げ
る
資
金
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
金
に
あ
つ
て
は
農
業
経

営
基
盤
強
化
促
進
法

(

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号)

第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
業

経
営
改
善
計
画

(

酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八

十
二
号)

第
二
条
の
五
に
規
定
す
る
経
営
改
善
計
画
及
び
果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法

(

昭
和
三

十
六
年
法
律
第
十
五
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
果
樹
園
経
営
計
画
を
含
む
。)

の
認
定
を

受
け
た
者

(

以
下

｢

認
定
農
業
者｣

と
い
う
。)

の
み
を
、
第
十
一
号
に
掲
げ
る
資
金
に
あ
つ
て

は
認
定
農
業
者
及
び
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
一

年
法
律
第
百
十
号)

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
導
入
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者

(

以
下

｢

エ
コ

フ
ァ
ー
マ
ー｣

と
い
う
。)

の
み
を
対
象
と
す
る
。

一

施
設
の
改
良
、
造
成
又
は
取
得
に
必
要
な
資
金

二

永
年
性
植
物
の
植
栽
又
は
育
成
に
必
要
な
資
金

三

家
畜
の
購
入
又
は
育
成
に
必
要
な
資
金

四

農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
排
水
改
良
、
土
壌
改
良
そ
の
他
作
付
条
件
の
整
備
に
必
要
な
資
金
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( )

五

農
地
又
は
採
草
放
牧
地

(

農
地
又
は
採
草
放
牧
地
と
す
る
土
地
を
含
む
。)

に
つ
い
て
農
産

物
の
生
産
の
用
に
供
す
る
た
め
の
賃
借
権
そ
の
他
の
所
有
権
以
外
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と

す
る
権
利
を
取
得
す
る
場
合
に
お
い
て
、
権
利
金
を
支
払
い
、
又
は
当
該
権
利
の
存
続
期
間
に

対
す
る
対
価
の
全
額
を
一
時
に
支
払
う
の
に
必
要
な
資
金

六

農
機
具
、
運
搬
用
機
具
そ
の
他
の
農
業
経
営
の
改
善
を
図
る
の
に
必
要
な
施
設
に
つ
い
て
賃

借
権
を
取
得
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
賃
借
権
の
存
続
期
間
に
対
す
る
借
賃
の
全
額
を
一
時

に
支
払
う
の
に
必
要
な
資
金

七

能
率
的
な
農
業
の
技
術
又
は
経
営
方
法
を
習
得
す
る
た
め
の
研
修
を
受
け
る
の
に
必
要
な
資

金
八

品
種
の
転
換
を
行
う
の
に
必
要
な
資
金

九

農
畜
産
物
の
需
要
を
開
拓
す
る
た
め
の
新
た
な
農
畜
産
物
の
加
工
品
等
の
調
査
及
び
開
発
並

び
に
通
信
・
情
報
処
理
機
材
の
取
得
に
必
要
な
資
金

十

営
業
権
、
商
標
権
そ
の
他
の
無
形
固
定
資
産
の
取
得
又
は
研
究
開
発
費
そ
の
他
の
繰
延
資
産

に
計
上
し
得
る
費
用
に
充
て
る
の
に
必
要
な
資
金

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
生
産
方
式
の
合
理
化
、
経

営
管
理
の
合
理
化
、
農
業
従
事
の
態
様
の
改
善
そ
の
他
の
農
業
経
営
の
改
善
に
伴
い
必
要
と
な

る
農
薬
費
、
資
材
費
、
雇
用
労
賃
又
は
機
械
・
施
設
の
修
理
費

(
農
業
改
良
措
置
の
実
施
に
係

る
初
度
的
な
経
費
に
限
る
。)

に
充
て
る
の
に
必
要
な
資
金

２

貸
付
金
の
一
農
業
者
等
ご
と
の
限
度
額
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額

(

認
定
農
業
者
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
又
は
農
業
改
良
措
置
の
実
施
に
必
要
な
経

費
の
額
の
八
割
に
相
当
す
る
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額)

と
す
る
。

一

個
人

千
八
百
万
円

二

法
人
そ
の
他
の
団
体

五
千
万
円

３

貸
付
金
の
償
還
期
間

(

据
置
期
間
を
含
む
。)

は
、
十
年
以
内

(

次
に
掲
げ
る
資
金
に
あ
つ
て

は
、
十
二
年
以
内)

と
す
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
資
金

二

持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
一
年
政
令

第
三
百
三
十
四
号)

第
一
項
に
規
定
す
る
資
金

４

貸
付
金
の
据
置
期
間
は
、
三
年
以
内

(

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
資
金
に
あ
つ

て
は
、
五
年
以
内)

と
す
る
。

(

借
受
資
格)

第
三
条

貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
農
業
者
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産

方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
導
入
計
画
に
従
つ
て
同
法

第
二
条
に
規
定
す
る
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
を
導
入
す
る
場
合
に
限
る
。

一

認
定
農
業
者

二

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(

平
成
七
年
法
律

第
二
号)

第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
農
業
経
営
の
開
始
後
五
年
以
内
で

あ
り
、
か
つ
、
当
該
認
定
後
十
年
以
内
の
も
の

三

次
の
要
件
を
満
た
す
個
人

イ

農
業
所
得
が
総
所
得
の
過
半
を
占
め
て
お
り
、
又
は
農
業
に
係
る
粗
収
益
が
二
百
万
円
以

上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

主
と
し
て
農
業
経
営
に
従
事
す
る
青
壮
年

(

十
六
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。)

で
あ
り
、
又
は
そ
の
家
族
に
主
と
し
て
農
業
経
営
に
従
事
す
る
青
壮
年
が
い

る
こ
と
。

ハ

六
十
歳
以
上
の
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
後
継
者
が
、
現
に
主
と
し
て
農
業
に
従
事
し

(

青

森
県
農
業
大
学
校
又
は
青
森
県
営
農
大
学
校
に
就
学
し
て
い
る
場
合
等
を
含
む
。)

、
か
つ
、

将
来
に
お
い
て
も
主
と
し
て
農
業
に
従
事
す
る
見
込
み
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ニ

簿
記
の
記
帳
を
行
つ
て
お
り
、
又
は
行
う
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

四

前
号
に
掲
げ
る
者
が
行
う
家
族
農
業
経
営
に
従
事
す
る
者
で
、
次
の
事
項
が
明
確
に
な
つ
て

い
る
家
族
経
営
協
定
を
締
結
し
て
い
る
も
の

イ

当
該
家
族
農
業
経
営
の
う
ち
の
一
部
の
部
門
に
つ
い
て
主
宰
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
。

ロ

イ
の
部
門
の
経
営
の
損
失
を
負
担
す
る
義
務
及
び
収
益
を
処
分
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
。

五

次
の
要
件
を
満
た
す
法
人

イ

農
業
に
係
る
売
上
高
が
総
売
上
高
の
過
半
を
占
め
て
お
り
、
又
は
農
業
に
係
る
粗
収
益
が

一
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

そ
の
法
人
の
行
う
農
業
に
常
時
従
事
す
る
組
合
員
、
社
員
又
は
株
主
が
い
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
全
構
成
員
の
過
半
を
占
め
る
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
で
、
次
の
要

件
を
満
た
す
規
約
を
有
し
て
い
る
も
の

イ

農
業
経
営
の
改
善
に
資
す
る
旨
を
そ
の
目
的
に
含
ん
で
い
る
こ
と
。

ロ

代
表
者
及
び
代
表
権
の
範
囲
並
び
に
代
表
者
の
選
任
の
手
続
が
明
ら
か
と
な
つ
て
い
る
こ

と
。

ハ

会
費
又
は
融
資
の
対
象
と
な
る
施
設
の
利
用
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
徴

収
方
法
が
衡
平
で
あ
る
こ
と
。
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ニ

当
該
団
体
の
意
思
決
定
の
機
関
及
び
そ
の
決
定
の
方
法
が
明
ら
か
と
な
つ
て
お
り
、
当
該

意
思
決
定
に
対
す
る
構
成
員
の
参
加
を
不
当
に
差
別
し
て
い
な
い
こ
と
。

ホ

構
成
員
た
る
資
格
並
び
に
構
成
員
の
加
入
及
び
脱
退
に
関
す
る
事
項
が
明
ら
か
と
な
つ
て

い
る
こ
と
。

七

エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー

第
五
条
中

｢
貸
付
け
の
償
還
期
間
が
一
年
以
内
の
も
の
に
あ
つ
て
は
一
時
払
、
そ
の
他
の
貸
付
金

に
あ
つ
て
は｣

を
削
り
、

｢

均
等
年
賦
支
払｣

を

｢

均
等
割
賦
支
払｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

一
に｣
を

｢
い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

｢

借
受
申
請｣

を

｢

借
入
申

込
み｣

に
改
め
、

｢

虚
偽
の｣
の
下
に

｢

申
立
て
又
は｣

を
加
え
る
。

第
九
条
の
見
出
し
を

｢
(

借
入
れ
の
申
込
み)

｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

貸
付
申
請
書

(

第
一
号
様

式)

に｣

を
削
り
、

｢

事
業
計
画
書

(
以
下

｢

事
業
計
画
書｣

と
い
う
。)

を
添
え
て｣

を

｢

借
入

申
込
書
及
び
経
営
改
善
資
金
計
画
書

(

以
下

｢
借
入
申
込
書
等｣

と
い
う
。)

を｣

に
改
め
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
借
入
申
込
書
等
に
団

体
の
概
要

(

第
一
号
様
式)

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
第
一
項
中｢

貸
付
申
請
書
及
び
事
業
計
画
書｣

を｢
借
入
申
込
書
等(

団
体
に
あ
つ
て
は
、

団
体
の
概
要
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

申
請
者｣

を

｢

申
込
者｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中

｢

貸
付
申
請｣

を

｢

借
入
申
込
み｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
中

｢

貸
付
申
請
書
又
は
事
業
計
画
書｣

を

｢

借
入
申
込
書
等｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
中

｢

貸
付
申
請
書
及
び
事
業
計
画
書｣

を

｢

借
入
申
込
書
等｣

に
、

｢
第
十
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号｣

を

｢

第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
そ
の
一
を
削
り
、
同
様
式
の
そ
の
二
の
注
の
１
中

｢貸
付
申
請
｣

を

｢借
入
申
込

み
｣

に
改
め
、
同
注
の
２
を
同
注
の
３
と
し
、
同
３
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
借
入
申
込
み
を
行
う
も
の
が
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
で
あ
る
場
合
は
､
団
体
構
成
員
の
経

営
概
要
一
覧
表
(第
１
号
様
式
そ
の
２
)
を
添
付
す
る
こ
と
｡

第
一
号
様
式
中
そ
の
二
を
そ
の
一
と
し
、
同
様
式
の
そ
の
三
中

｢申
請
｣

を

｢借
入
申
込
み
｣

に

改
め
、
同
そ
の
三
を
同
様
式
の
そ
の
二
と
す
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成14年12月24日 火曜日 第2116号3



( )

第
三
号
様
式
中

｢年
第

号
｣

を

｢年
(

農
水
)
第

号
｣

に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成14年12月24日 火曜日 第2116号 4
第
２
号
様
式
(第
10条
関
係
)

農
業
改
良
資
金
貸
付
決
定
通
知
書

連
帯
保
証
人

連
帯
債
務
者

貸
付
方
法

コ
ー
ド

財
源

コ
ー
ド

地
方

コ
ー
ド

普
及
セ
ン
タ
ー

コ
ー
ド

取
扱
融
資
機
関

コ
ー
ド

取
扱
融
資
機
関
名

種
類
名

種
目
名

様

資
金

種
類

種
目

貸
付
決
定
番
号

貸
付
金
額千
円

年
月

日
付
け
で
借
入
申
込
み
の

あ
っ
た
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
､
右
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
通

知
し
ま
す
｡

年
月

日

青
森
県
知
事

�

注
１
償
還
計
画
を
別
途
作
成
し
､
添
付
す
る
こ
と
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
横
長
と
す
る
｡
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第４号様式 (第13条関係)

(表)

農業改良資金借用証書

上記のとおり農業改良資金を借用しました｡ ついては､ 青森県農業改良資金貸付規則及び裏面の特約条項を承知の

上､ 借入金の償還は､ 支払期日に遅滞なく実行することを確約します｡

年 月 日

青森県知事 殿

連帯保証人は､ 上記資金の借受けにつき､ 青森県農業改良資金貸付規則及び裏面の特約条項を承知の上､ 借受者と

連帯して債務の弁済の責めに任じます｡

注 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡

借 入 金 額 円

資 金 の 種 類

資 金 の 種 目

償 還 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで

償 還 方 法

１回

２回 １回目の償還金額 円
年 均等償還

４回 ２回目以降の償還金額 円

１２回 ( 回)

収入印紙

ちよう付欄 農業協同組合扱い

貸付決定日 年 月 日

貸付決定番号 年( 農水)第 号

住所
借受者

氏名 �

住所
借受者

氏名 �

住所
同 上

氏名 �

住所
同 上

氏名 �

住所
同 上

氏名 �

住所
同 上

氏名 �

連 帯 住所

保証人 氏名 �

連 帯 住所

保証人 氏名 �

住所
同 上

氏名 �

住所
同 上

氏名 �

住所
同 上

氏名 �

住所
同 上

氏名 �
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(裏)

青森県農業改良資金借用証書特約条項

(一時償還)

第１条 農業改良資金の貸付けを受けた者 (以下 ｢乙｣ という｡ ) は､ 青森県 (以下 ｢甲｣ という｡ ) が次の各号のいず

れかに該当すると認め､ 一時償還の請求をした場合には､ 償還期限 (分割支払の場合の各支払期日を含む｡ 以下同じ｡ )

にかかわらず､ 直ちに債務の全部又は一部を弁済する｡

� 乙がこの借入金を貸付けの目的以外の目的に使用し､ 又は借入後長期にわたり使用しないとき｡

� 乙が償還金の支払を怠つたとき｡

� 乙がこの資金の借入れに際し､ 又はその借入後この借入金債務の全部を弁済するまでの間において､ 甲に対して虚

偽の申立て､ 申請若しくは報告をし､ 又は故意に必要な事実の報告を怠つたとき｡

� 乙につき仮差押え､ 差押え若しくは競売の申立てがあつたとき､ 又は破産､ 民事再生手続開始､ 会社整理開始若し

くは会社更生手続開始の申立てがあつたとき｡

� 乙が支払を停止し､ 若しくは手形交換所より取引停止処分を受けたとき､ 又は清算に入つたとき｡

� 乙が租税公課を滞納して督促又は保全差押えを受けたとき｡

� 乙が甲に数個の債務を負う場合において､ その一つでも期限に弁済しなかつたとき｡

� この借入金により改良､ 造成､ 復旧又は取得された施設 (土地を含む｡ ) が他に譲渡され､ 若しくは転用されたと

き､ 又は公用収用されたとき｡

	 乙が青森県農業改良資金貸付規則及びこの契約又はこれらに基づく義務の履行を怠つたとき｡


 その他甲が債権保全上著しい支障があると認めたとき｡

(繰上償還)

第２条 乙は､ 償還期限にかかわらず､ 借入金の全部又は一部を繰上償還することができる｡

(報告)

第３条 乙は､ 事業完了後30日以内に甲に対し､ 事業完了報告書を提出する｡ なお､ 共同で借り受けた場合には､ 事業完

了報告書に個人別内訳を明記し､ 各人の確認印を押印する｡

２ 乙は､ この資金の貸付けの対象事業の遂行が困難となつた場合又は対象事業を変更し､ 中止し､ 若しくは廃止する場

合は､ 甲に速やかに報告してその指示に従う｡

３ 乙は､ 甲の指示するところに従い､ 経営状況その他必要な事項を遅滞なく甲に報告する｡

４ 乙は､ 次に掲げる場合には､ 遅滞なく甲に報告する｡

� 乙の住所､ 氏名等に異動を生じ､ 又は乙､ 乙の連帯保証人 (以下 ｢丙｣ という｡ ) 若しくは乙の物上保証人 (乙以

外の者であつて､ 別に締結する担保権設定契約に基づき､ この借入金債務の担保を提供したものをいう｡ 以下 ｢丁｣

という｡ ) に死亡､ 解散その他これに準ずる事実が発生した場合

� 丙又は丁の資産又は事業の状況に著しい変動を生じ､ 又は生じるおそれのある場合

(調査)

第４条 乙は､ 甲の職員が､ 乙の事業の状況､ 書類､ 帳簿その他必要な事項を調査することを承認し､ これに必要な便益

を提供する｡

２ 乙及び丁は､ 甲の職員が､ 担保物件への立入り等により､ これを調査することを承認する｡

(弁済充当の指定権)

第５条 乙､ 丙及び丁は､ この借入金債務の弁済として数個の給付をなすべき場合又は甲からの借入金債務が他にもある

場合において､ 債務の全部を消滅させるに足りない弁済がなされたときは､ その弁済金がいずれの債務に充当されるか

については､ 甲に指定権があることを承認する｡

(違約金)

第６条 乙は､ 支払期日に償還金を支払わなかつた場合又は甲の指定する支払期日に第１条の規定により一時償還すべき

金額を支払わなかつた場合には､ 延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日まで

の日数により計算した延滞に係る違約金を甲に支払う｡

２ 乙は､ 青森県農業改良資金貸付規則第17条の規定による支払の猶予の申請をした場合において､ 支払期日を過ぎて猶

予しない旨の決定があつた場合においても､ 前項の規定による延滞に係る違約金を支払う｡
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３ 乙は､ 第１条第１号､ 第３号又は第９号の規定により貸付金の一時償還の請求を受けた場合において､ これらの規定

に該当することについて乙の故意が認められるときは､ 当該請求に係る貸付金の貸付けの日から償還金の支払の日まで

の日数に応じ当該請求に係る貸付金の金額につき年12.25パーセントの割合で計算した一時償還の請求に係る違約金を

併せて支払う｡

(連帯保証人)

第７条 丙は､ この契約から生ずる一切の債務につき､ 乙と連帯し､ 乙と丙との間の契約のいかんにかかわらず､ 履行の

責めを負う｡

２ 乙は､ 甲が連帯保証人の追加を必要と認めて請求した場合は､ 直ちにこれに応じる｡

３ 甲は､ 連帯保証人の変更に関し､ 乙から請求があり､ 適当と認めるときは､ これを変更する｡

(担保の提供)

第８条 乙又は丁は､ 別に締結する担保権設定契約に基づき､ 甲の指定した資産を借入金債務の担保として提供する｡

(担保の保全)

第９条 乙又は丁は､ 甲の承認を得ずに､ 担保として提供した自己の資産を他人に譲渡し､ 賃貸し､ 他の債務の担保に供

し､ 又はその現状を変更する等甲に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしない｡

２ 乙又は丁は､ 担保として提供した自己の資産の価額が滅失､ 損傷等の事情により減少したときは､ 遅滞なくその旨を

甲に報告し､ その指示に従う｡

(担保の追加)

第10条 乙は､ 甲が担保の追加を必要と認めて請求した場合は､ 直ちにこれに応じる｡

２ 甲は､ 担保の変更に関し､ 乙から請求があり､ 適当と認めるときは､ これを変更する｡

(法定代位者の変動等)

第11条 乙､ 丙又は丁は､ 甲が他の連帯債務者若しくは連帯保証人を変更し､ 若しくはその債務の免除を行い､ 又は物上

保証人を変更し､ 若しくはその担保の変更を行つても異議を申し立てない｡

２ 丙又は丁は､ 甲乙間で償還期限又は据置期限の変更を行つても異議を申し立てない｡

(法定代位者が弁済した場合の求償制限)

第12条 乙､ 丙及び丁は､ この借入金債務の一部を弁済した場合において､ 甲が債権の全額の弁済を受けるまでは､ 代位

によつて取得した権利を行使せず､ かつ､ 甲から請求を受けたときは､ その権利又は順位を無償で甲に譲渡する｡

(担保の処分)

第13条 乙又は丁は､ 甲が､ 一般に適当と認められる方法､ 時期､ 価格等により担保を処分の上､ この売得金から諸費用

を差し引いた残額を､ 乙の甲に対する債務の弁済に充当できることを承認する｡ この場合において､ なお､ 残債務があ

る場合は､ 乙は､ 当該残債務を直ちに弁済する｡

(管轄裁判所)

第14条 この契約に関する訴訟は､ 甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする｡



( )

第
五
号
様
式
中｢

(生
産
方
式
改
善
資
金
､
特
定
地
域
新
部
門
導
入
資
金
､
経
営
規
模
拡
大
資
金
､

｢
農
家
生
活
改
善
資
金
､
青
年
農
業
者
等
育
成
確
保
資
金
)
｣

を
削
り
、

を

｢資
｣

金
の
種
目
｣

に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成14年12月24日 火曜日 第2116号 8

資
金
種
目

(細
目
)
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第６号様式 (第17条関係)

農業改良資金支払猶予申請書

年 月 日

青森県知事 殿

住 所

申請者 氏名又は名称

及び代表者氏名 �

年 月 日付け貸付決定番号､ 年 ( 農水) 第 号で貸付決定の通知を受けた農業改良資

金について､ 支払を猶予してくださるよう､ 下記のとおり申請します｡

記

注１ 支払猶予を受けようとする理由欄には､ 災害､ 疾病､ 負傷､ 盗難等による状況を記載すること｡

２ 支払猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付すること｡

３ 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡

資 金 の 種 類

借受者の氏名又は名称

借 受 金 額 円

当 初 の 償 還 期 間

及 び 償 還 方 法

年 月 日から
償還期間

年 月 日まで

１回

２回 １ 回 目 の 償 還 金 額 円
年 均等償還

４回 ２回目以降の償還金額 円

１２回 ( 回)

支払猶予を受ける期間

及 び 償 還 金 額

年 月 日から
年 月間

年 月 日まで

償還金額 円 ( 回分)

支 払 猶 予 を 受 け

よ う と す る 理 由



( )

第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第７号様式 (第18条関係)

農業改良資金支払猶予決定通知書

猶予決定番号 年 ( 農水) 第 号

年 月 日付け貸付決定番号､ 年 ( 農水) 第 号で貸付決定の通知をした農業改

良資金について､ 下記のとおり支払の猶予の決定をしたので通知します｡

年 月 日

殿

青森県知事 �

記

注 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡

資 金 の 種 類

借受者の氏名又は名称

借 受 金 額 円

当 初 の 償 還 期 間

及 び 償 還 方 法

年 月 日から
償還期間

年 月 日まで

１回

２回 １ 回 目 の 償 還 金 額 円
年 均等償還

４回 ２回目以降の償還金額 円

１２回 ( 回)

支払を猶予する期間

及 び 償 還 金 額

年 月 日から
年 月間

年 月 日まで

償還金額 円 ( 回分)



( )

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
し

付
け
て
い
る
農
業
改
良
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
八
十
四
号

青
森
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則

(

昭
和
三
十
七
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
三
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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五

農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
生
産
方
式
の

合
理
化
、
経
営
管
理
の
合
理
化
、
農
業
従
事

の
態
様
の
改
善
そ
の
他
の
農
業
経
営
の
改
善

に
伴
い
要
す
る
資
金
で
農
林
水
産
大
臣
が
指

定
す
る
も
の

四

農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
規
模
を
超
え
な

い
規
模
の
農
地
又
は
牧
野
の
改
良
、
造
成
又

は
復
旧
に
要
す
る
資
金

三

乳
牛
そ
の
他
の
家
畜
の
購
入
又
は
育
成
に

要
す
る
資
金

二

果
樹
そ
の
他
の
永
年
性
植
物
の
植
栽
又
は

育
成
に
要
す
る
資
金

一

畜
舎
、
果
樹
棚
、
農
機
具
そ
の
他
の
農
産

物
の
生
産
、
流
通
又
は
加
工
に
必
要
な
施
設

の
改
良
、
造
成
、
復
旧
又
は
取
得
に
要
す
る

資
金 農

業

近

代

化

資

金

の

種

類

年

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号

及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
融
資
機
関
が
同
条
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
貸
し
付
け
る
場
合

利

子

補

給

率

年

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
融
資
機
関

が
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
に
貸
し
付
け
る
場
合

年

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト

法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

掲
げ
る
融
資
機
関
が
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
貸
し
付
け
る
場
合



( )

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則

(

以
下

｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
以
後
に
お
い
て
貸
付
け
の
な
さ
れ
る
農
業
近
代
化
資
金
に
係

る
利
子
補
給
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
付
け
の
な
さ
れ
て
い
る
農
業
近
代
化
資
金
に
係

る
利
子
補
給
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
日
か
ら
同
月

四
日
ま
で
の
間
に
貸
付
け
の
な
さ
れ
た
農
業
近
代
化
資
金
に
係
る
利
子
補
給
金
に
つ
い
て
の
改
正

後
の
規
則
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
中

｢

年

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト｣

と
あ
る
の
は
、

｢

年

〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト｣

と
す
る
。

青
森
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
八
十
五
号

青
森
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
則

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
規
則
第
九

十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
融
通
措
置
要
綱｣

を

｢

農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資

金
実
施
要
綱｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

農
業
経
営
資
源
活
用
総
合
融
資
基
本
要
綱｣

を

｢

農
業
負
債
整
理
関

係
資
金
基
本
要
綱｣

に
改
め
、

｢

第
三
の
一
の｣

の
下
に

｢

経
営
改
善
計
画
書

(

以
下

｢

経
営
改
善

計
画
書｣

と
い
う
。)

に
記
載
さ
れ
た｣

を
加
え
、

｢

。
以
下
同
じ｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中

｢

経
営
改
善
計
画
の
書
類｣

を

｢

経
営
改
善
計
画
書｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青 森 県 報平成14年12月24日 火曜日 第2116号 12

指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者

(

製

作
者)

名

該
当
条
項

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
林
水

産
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
て
指
定
す
る
資

金
六

診
療
施
設
そ
の
他
の
農
村
に
お
け
る
環
境

の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
施
設
で
あ
っ
て
農

林
水
産
大
臣
の
定
め
る
も
の
の
改
良
、
造
成

又
は
取
得
に
要
す
る
資
金

(

法
第
二
条
第
一

項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に

貸
し
付
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。)

年

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト

年

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト



( )

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号

昭
和
三
十
九
年
十
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
九
百
六
十
二
号

(
青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
基

準)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
四
年
十
二
月
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
県
男
女
共
同
参
画
研
究
所

三

代
表
者
の
氏
名

蒔
苗

正
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
橋
本
三
丁
目
二
一
の
一
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
県
民
及
び
団
体
等
に
対
し
て
、
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
講
座
等
の
事
業
を
行

い
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

青 森 県 報平成14年12月24日 火曜日 第2116号13

�����

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
タ
ブ
ー

一
月
号

一
九
六
七
三－

〇
一

三
和
出
版

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

ト
ッ
プ
・
ス
ピ
ー
ド

一
月
号

〇
六
八
三
七－

〇
一

サ
ン
出
版

�����

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
微
熱

一
月
号

〇
九
六
六
三－

一

セ
ブ
ン
新
社

�����

コ
ミ
ッ
ク
ま
ぁ
る
ま
ん

一
月
号

一
三
七
〇
一－

一

ぶ
ん
か
社

�����

コ
ミ
ッ
ク

ザ
・
ベ
ス
ト
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｚ

Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｖ
Ｏ
Ｌ

.

〇
〇
二

一
四
〇
七
八－

一
二

����	

ボ
ン
バ
ー

一
月
号

〇
八
五
一
三－

〇
一

Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ

�����

Ｃ
ｈ
ｕ
ッ
ス
ペ
シ
ャ
ル

一
月
号

一
六
一
五
一－

一

ワ
ニ
マ
ガ
ジ
ン

社



( )

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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